
議案第84号 

 

備前市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

備前市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のとおり制定する。 

 

 

令和5年8月30日提出 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

備前市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年備前市

条例第22号)の一部を次のように改正する。 

 

第11条第2項中「次の各号のいずれかに該当する者として放課後児童健全育成事業」を「その

者の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務」に、「の属する年度の翌年度の

末日までに」を「から2年以内に当該研修を」に改める。 

附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議
案
第
8
4
号
参
考
資
料
 

備
前
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

(
放
課
後
児
童
支
援
員
及
び
補
助
員
)
 

(放
課
後
児
童
支
援
員
及
び
補
助
員
)
 

第
1
1
条
 
（
略
）
 

第
1
1
条
 
（
略
）
 

2
 
放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
都

道
府

県
知

事
又

は
地

方
自

治
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

)
第

2
5
2
条

の
1
9
第

1
項

の

指
定

都
市

若
し

く
は

同
法

第
2
5
2
条

の
2
2
第

1
項

の
中

核
市

の
長

が
行

う
研

修
を

修

了
し
た
も
の
(
そ
の
者
の
研
修
計
画
を
定
め
た
上
で
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て

の
業

務
に

従
事

す
る

こ
と

と
な

っ
た

日
(
当

該
日

が
2
以

上
あ

る
と

き
は

、
最

も
遅

い
日
)
か
ら

2
年
以
内
に
当
該
研
修
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
修
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い

る
者
を
含
む
。
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
都

道
府

県
知

事
又

は
地

方
自

治
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

)
第

2
5
2
条

の
1
9
第

1
項

の

指
定

都
市

若
し

く
は

同
法

第
2
5
2
条

の
2
2
第

1
項

の
中

核
市

の
長

が
行

う
研

修
を

修

了
し

た
も

の
(
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

と
し

て
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

に
従

事
す

る
こ

と
と

な
っ

た
日

(
当

該
日

が
2
以

上
あ

る
と

き
は

、
最

も

遅
い

日
)
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
の

末
日

ま
で

に
修

了
す

る
こ

と
を

予
定

し
て

い
る
者
を
含
む
。
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
～

(
1
0
)
 
（
略
）
 

(
1
)
～

(
1
0
)
 
（
略
）
 

3
～

5
 
（
略
）
 

3
～

5
 
（
略
）
 

附
 
則
 

附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

(
施
行
期
日

)
 

1
 
こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
(
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
)
 

2
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

日
か

ら
令

和
2
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

、
第

1
1
条

第
2
項

の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
修
了
し
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
修
了
し
た

も
の
(
令
和

2
年
3
月

3
1
日
ま
で
に
修
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
者
を
含
む
。
)
」

と
す
る
。
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